
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

金融再生法ベースの債務者区分による開示額 

                                     （単位：百万円、％） 

区 分 年 度 
開示残高 

(a) 

保全額 

(b) 

 
保全率 

(b)/(a) 

引当率 

(d)/(a-c) 
担保・保証等による 貸倒引当金 

回収見込額(c) (d) 

金融再生法上の 

不良債権 

H28年 3月末 1,847 1,513 1,193 319 81.93 48.93 

H28年 9月末 1,665 1,323 1,023 299 79.47 46.72 

 破産更正債権及び 

これらに準ずる債権 

H28年 3月末 712 712 537 175 100.00 100.00 

 H28年 9月末 585 585 436 149 100.00 100.00 

 
危険債権 

H28年 3月末 1,134 801 656 144 70.59 30.24 

 H28年 9月末 1,080 738 587 150 68.35 30.60 

 
要管理債権 

H28年 3月末 ― ― ― ― ― ― 

 H28年 9月末 ― ― ― ― ― ― 

正常債権 
H28年 3月末 34,296      

H28年 9月末 35,957      

合  計 
H28年 3月末 36,143      

H28年 9月末 37,622      

不良債権比率 
H28年 3月末 5.11  

H28年 9月末 4.43 

 

（注）上記の平成２８年９月末の計数は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」第４条に規定する各債権のカテゴリーによ

り分類しております。 

 １．平成２８年９月末の「破産更正債権及びこれらに準ずる債権」および「危険債権」の金額は、同年３月末時点の債務者区分（※）残高を

前提とし、同年４月初めから９月末の間に倒産、不渡り等の客観的な事実ならびに当金庫の定める資産査定基準に基づき債務者区分の見

直しを行い、債務者区分の変更と認められる額を反映しております。 

 ２．「要管理債権」の金額は、平成２８年３月末における債務者区分（※）残高を前提とし、同年４月初めから９月末の間に正常先、要注意先

に対する債権のうち、①新たに３ヵ月以上延滞となった債権、②新たに貸出条件を緩和したことを確認している債権を加算し、３ヵ月以

上延滞が解消した債権は減算することとしておりますが、平成２８年９月末は②に該当する債権はありませんでした。 

 ３．「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。 

  ※債務者区分との関係 

   破産更正債権及びこれらに準ずる債権（破綻先、実質破綻先の債権）、危険債権（破綻懸念先の債権）、要管理債権（要注意先のうち、利

払いが３ヵ月以上延滞しているか、または貸出条件を緩和している債権） 

 

損 益 の 状 況 

                        （単位：百万円） 

 ２７／９ 仮決算 ２８／９ 仮決算 

業 務 純 益   ５１２   １２ 

経 常 利 益    ６５   ７２ 

当期純利益   ６５   ７１ 

(参考) 28/3決算 

５１３ 

５２ 

 ４３ 



 

 

預金・貸出金の状況 

                                   （単位：百万円） 

 平成２７年９月末 平成２８年３月末 平成２８年９月末 

預  金 ７６,８８６ ７５,８２６ ７５,９５６ 

貸出金 ３５,７０６ ３６,０７１ ３７,５５１ 

 

 

貸 出 金 の 内 訳 

                                   （単位：百万円） 

 平成２８年３月末 平成２８年９月末 

製造業 ５,７９９ ５,７０３ 

農 業・林 業 ３２ ２８ 

漁 業 ― ― 

鉱 業・採石業・砂利採取業 １０７ ９８ 

建設業 ２,４７４ ２,５１８ 

電気・ガス・熱供給・水道業 １ １６ 

情報通信業 ― ― 

運輸業・郵便業 ３３９ ２９３ 

卸売業・小売業 ２,０５３ ２,１７７ 

金融業・保険業 ８９０ ８９３ 

不動産業 ９９１ １,０３４ 

物品賃貸業 ２１ １６ 

学術研究・専門・技術サービス業 ９ ８ 

宿泊業 ３０８ ３０８ 

飲食業 ３２４ ３７３ 

生活関連サービス業・娯楽業 １００ １２７ 

教育・学習支援業 ― ― 

医療・福祉 １,４２８ １,５３６ 

その他サービス ９７７ ９８０ 

小 計 １５,８６１ １６,１１７ 

地方公共団体 ９,２５６ １１,０９４ 

個 人 ８,２３２ ８,４９４ 

合   計 ３３,３５０ ３５,７０６ 

  



＊業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。 

 

 

自 己 資 本 比 率 

 平成２８年３月 平成２８年９月 

自己資本比率  １８.７２ ％ １９.０８ ％ 

 

 

有価証券の時価情報 

                                      （単位：百万円） 

 平成２８年３月末 平成２８年９月末 

時価 
評価差額 

時価 
評価差額 

 うち益 うち損  うち益 うち損 

その他有価証券 20,613 523 720 196 21,373 426  698 271 

 

 

 

株式 378 6 34 28 459 △ 4  27 31 

債券 18,057 616 622 5 18,397 657 658 1 

その他 2,177 △ 99 63 163 2,516 △ 226 12 238 

 

 (注)１．平成２８年９月末の「評価差額」及び「含み損益」は、平成２８年９月末時点の帳簿価額（償却原価法適 

用前、減損処理前）と時価との差額を計上しております。 

 ２．上記以外に時価のない有価証券が平成２８年９月末は、株式４百万円あります。 

  ３．なお、満期保有目的の債券、子会社・関連会社株式は保有しておりません。 

                                                （単位：百万円） 

 平成２８年３月末 平成２８年９月末 

帳簿価額 
含み損益 

帳簿価額 
含み損益 

 うち益 うち損  うち益 うち損 

満期保有目的の債券 ― ― ― ― ― ― ― ― 

子会社・関連会社株式 ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

店 舗 一 覧 

店番 店舗名 住      所 電話番号 

001 本店営業部  〒959-1372 新潟県加茂市本町 1番 29 号 0256-53-2211 

002 五 泉 支 店  〒959-1865 新潟県五泉市本町 3丁目 4番 20 号 0250-42-4174 

003 村 松 支 店 〒959-1704 新潟県五泉市村松甲 1769 番地 1 0250-58-7195 

004 新 津 支 店  〒956-0864 新潟県新潟市秋葉区新津本町 2 丁目 4番 19 号 0250-22-2622 

005 西加茂支店  〒959-1383 新潟県加茂市旭町 10 番 2 号 0256-52-5126 

006 田 上 支 店  〒959-1512 新潟県南蒲原郡田上町大字羽生田 114番地 2 0256-57-3511 

007 上 条 支 店  〒959-1355 新潟県加茂市若宮町 1丁目 1番 29 号 0256-53-1188 

008 北 上 支 店  〒956-0861 新潟県新潟市秋葉区北上 1丁目 8番 24 号 0250-23-2688 

009 白 根 支 店  〒950-1209 新潟県新潟市南区親和町 3番 5 号 025-373-6520 

  


